
遠賀川河川事務所

令和７年２月５日

令和６年度 第2回
遠賀川学識者懇談会

遠賀川水系河川整備計画の変更について
（次期整備計画に新たに追加する主な内容について）

資料－２



第１回遠賀川学識者懇談会の振り返り

○気候変動の影響を踏まえた河川整備基本方針の変更

○次期河川整備計画の検討に向けてのキックオフ

現行河川整備計画をベースとし、河川整備基本方針に基づき目標流量の見直しならびに
洪水調節施設の位置づけについて検討を進めていく。

気候変動を踏まえた基本高水流量の見直しを行い、激甚化する水害に対して、
流域全体の治水安全度向上のため、新たに洪水調節施設等の位置づけを行った。
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＜河道と洪水調節施設等の配分流量＞＜遠賀川計画高水流量図＞

河川整備基本方針の変更について

○ 気候変動による降雨量の増加等を考慮し設定（降雨量変化倍率1.1倍）した

基本高水のピーク流量5,500m3/Sに対して、流域内の洪水調節施設等により300m3/s調節し、

河道への配分流量を5,200m3/sとする計画変更をおこなった。（令和６年１２月変更）

単位（m3/s）



■今回の学識者懇談会の主な内容

○次期整備計画に新たに盛り込む内容について
 ご意見を伺う
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次期河川整備計画（案）の骨子

気候変動に伴う降雨量の増大に対応する

災害防止に向けた抜本的な対策

河川環境の整備と保全に関する対策

■ 多様な生物の生息･生育･繁殖環境の保全･創出

・ 自然に配慮した川づくり、良好な水辺空間の保全、

水質保全水質事故対策、外来生物駆除、環境定量評価

■ 人と河川の豊かなふれあいの場の保全･創出

■ 流域における生態系ネットワーク形成の推進

■ 河道、堤防、河川管理施設等の維持管理

■河川管理の効率性・安全性等の向上

■ 関係機関、地域住民等との協働による維持管理

■ 地域住民の関心を高める広報活動等の充実

■ 河川水位を低下させるための対策

・ 河道掘削、築堤、橋梁改築、堰改築、洪水調節施設 等

■ 施設規模を上回る出水に対する対応

      ・ 危機管理型ハード対策

      ・ 堤防強化、堤防の適切な維持管理

■ 近年出水被害を踏まえた対応

・ 洪水時に流木や土砂堆積による被害を軽減させる

                    ための河道の整備や構造物の改築 等

地域や関係機関と連携した

浸水被害の軽減対策

■ 既存ダムの洪水調節機能の強化

■ 土地利用・住まい方の工夫

■ 排水機場の運転調整

■ 防災拠点や高台整備

■ 遊水機能の保持

■ ため池等既存施設の有効活用 等

■ 流域治水プロジェクト2.0の反映

河川の適正な利用及び流水の正常な

機能の維持に関する対策

河川対策 流域対策

環境整備 河川管理
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■氾濫原湿地の創出の可能性

洪水調節施設等の検討

動植物の生息、生育、繁殖の場となる氾濫原湿地の創出

〇気候変動による将来的な流量の増大に対応するための方策のひとつとして、
河川整備基本方針にも掲げられている洪水調節施設等について、整備計画への位置づけの
必要性も含め検討していく。

■河道への負荷を低減

■利活用の可能性

洪水の流量の一部を貯留することで
河道の負担を抑えることができる。

河川対策

平常時には公園やグラウンド等、地域の憩いの場
として利活用 平常時の利活用イメージ

（参考例）遠賀川流域におけるコウノトリの飛来
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環境整備

（イメージ図）【洪水調節施設の例 遊水地】

遊水地は、洪水で川の水が増えた際、その一部を一時的に貯め込み
川の水位を下げる 機能を持っています。

遊水地は、
将来的な土地利用を考慮し、

治水の役割とともに氾濫原湿地の創出や
利活用等の可能性について、
地域住民や関係機関と調整・連携 を図り
進める必要があります。
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流域治水プロジェクト2.0の反映

流域治水プロジェクト【遠賀川では令和３年３月策定】

流域治水プロジェクト2.0 【遠賀川では令和５年９月更新】

国、流域自治体、企業等が協働し、河川整備に加え、流域の市町村などが実施する雨水貯留浸透施設の整備や

土地利用規制、県や企業などが実施する利水ダムの事前放流など、流域で重点的に実施する治水対策の全体像を
取りまとめたもの 【遠賀川は、令和３年３月に計画策定】

気候変動のスピードに対応するために流域治水の取組を加速化・深化させ、流域での対策の一層の充実を図るため、
気候変動を踏まえた河川及び流域での対策の方向性について取りまとめたもの

流域対策

〇あらゆる関係者が協働する「流域治水」の考え方に基づき「流域治水プロジェクト」が策定されて
いたが、今後の気候変動のスピードに対応していくため、取組を加速化・深化させるべく、従来の
流域治水プロジェクトを気候変動による影響を踏まえたものへと”アップデート”をおこなった。

■特定都市河川の指定に向けた検討
■雨水管理総合計画に基づく対策
■既存ストックを活用した貯留機能の確保
■洪水調節施設の整備
■流木捕捉施設の整備
■災害危険区域の指定の検討 など

遠賀川水系流域治水プロジェクト2.0

流域治水プロジェクト2.0への
主な追加内容
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河川環境整備の新たな動き環境整備
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河川環境整備の新たな動き環境整備

8



9

遠賀川におけるこれまでの取組と今後の展開について環境整備
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遠賀川におけるこれまでの取組と今後の展開について環境整備

10



11

遠賀川におけるこれまでの取組と今後の展開について環境整備
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遠賀川におけるこれまでの取組と今後の展開について環境整備
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河川環境の整備と保全 生態系ネットワークの形成（エコロジカルネットネットワーク事業） 遠賀川水系

すでに整備した５地区で、環境への効果も出ていることから、遠賀川流域における生態系ネットワークの形成を促進するた
め効果的な１1箇所において、河川とその周辺の横断的連続性の再生を進めていく。



遠賀川におけるこれまでの取組と今後の展開について環境整備
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今後の展開（自然再生計画（遠賀川流域）の策定） 遠賀川水系



○ 遠賀川の河川管理施設は約900施設に上り、その数は、全国直轄河川の約1割、九州直轄河川の
約3割を占めている。特に、樋門は約700施設と突出して多く、操作員の確保や高齢化が課題と
なっている。

■九州管内の河川管理施設数の比較

■操作員による操作を必要としないフラップゲートへの改良
（無動力化）

■操作員の年齢構成

■樋門ゲートの無動力化の優先順位の考え方

樋門が密集する地区

遠賀川における維持管理の現状と課題河川管理
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〇遠賀川水系の堤防兼用道路は約190kmに及び、遠賀川本川の兼用道路率は8割超となっている。

〇これらの堤防は、点検や巡視、除草作業における安全性、効率性の面で課題となっている。
〇また、高水敷等でも様々な課題があり、維持管理に多大な労力を要している。

法面勾配が急勾配

本川堤防の８割以上が兼用道路

・巡視車や工事車を停車するスペースの確保が難しく、
除草や点検、巡視、水防活動時の危険性が高い

堤防

高水敷

高水敷の湿地化・堤防法尻部の排水性不良

・堤防下部の緩みの一因となっている

・高水敷の利活用に支障をきたしている

河岸と水面の高低差が大きい

・水際に近づきにくく、親水性に乏しい

維持管理の安全性・効率性に
課題がある遠賀川の堤防

水面と高低差がある低水護岸 高水敷切り下げ箇所での湿地化 堤防法尻部に発生した水溜まり

① ② ③

① ② ③

遠賀川における維持管理の現状と課題河川管理

・法面勾配がきつい箇所については除草機械等が適用できず、
  人力作業となるため、大きな労力とコストを要し、
さらに転倒などの危険が伴う
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〇河川管理の効率性・安全性等の向上を図り、「管理しやすい河川」への転換を図るため、
管理用通路の確保や堤防の緩傾斜化、これまで継続的に実施している「緩傾斜掘削」等の

 取り組みを河川整備計画へ反映し、計画的かつ着実に実践していく。

除草や点検、巡視、水防時の効率性や安全性向上

マウンドアップ管理用通路の整備 緩傾斜掘削法面の緩傾斜化

堤防の安定および利活用
促進のため堤防のり尻部
や高水敷の湿地化防止

河岸と水面の高低差解消
ならびにエコトーンの再生
や親水性の向上

堤防法面の勾配が
きついところでは、
法勾配を3割程度の
緩勾配に改良する。

堤防上の交通量が
多いところでは、
天端川表側に
管理用通路を設ける。

法尻部および高水敷を
マウンドアップする。

高水敷の横断方向の
傾斜勾配は、1/10～
1/30程度の緩勾配
とする。

河川管理の効率性・安全性等の向上を図るための取組方針河川管理

遠賀川  16k000付近
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管理しやすい堤防・高水敷の整備イメージ

採草地や公園等として占用

法肩部保護工
（除草面積の減）

兼用道路

管理用通路（幅3～5m程度）

管理用通路（幅1～3m）
（水防時に活用できる）

・エコトーンの再生
• 河川巡視や施設点検、除草作業の効率性

の向上、安全性の向上
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今後の予定について

○ 遠賀川の河川整備を進めていくにあたって、今後重要になってくると思われる魚類「カゼトゲタナゴ」
については、今回の整備計画に記載していくべき。

○ これまで高水敷の緩傾斜掘削を実施されてきているが、水生生物の多様性を高める面では
プラスばかりではない。このため、治水上再堆積を抑制したい場所と、逆に河川環境を踏まえて
堆積させたい場所といったメリハリを持たせて河川整備を進めていくべき。

〇 過去の洪水やこれまでの治水事業等の変遷などの経緯を示したあとに計画立案の必要性などに
ついて説明する流れでまとめてもらえるとわかりやすい。

〇 流域の歴史や文化を丁寧に掘り下げるべき。この流域は、治水や洪水だけでなく、文化だったり、
稲作などの歴史も深く、文化財の視点でいうと国宝級や世界遺産も存在していることから、
 そういった点にも触れて頂きたい。

■ 前回懇談会の主なご意見（令和６年１１月１８日）

〇前回学識懇談会及び今回のご意見を反映し、次期河川整備計画本文の素案を
作成し、記載内容について改めてご確認頂きたい。
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○ 河川空間が十分確保できる箇所では、生態系（環境）と利活用の両立を図る視点が大切。

○ エコロジカルネットワークをはじめ、環境の取り組みが盛んにおこなわれているので心強い。
 次のステップとして、遠賀川の歴史・文化等地域性を取り入れた、ふよりデザイン性の高い
 河川環境の創出、河川整備を目指して欲しい。

○ 流域治水を進めていく上では、自治体との調整ならびに実行性の難しさが気になるところである。
 ネイチャーポジティブに向けた取り組みを進めていく中で、流域内の協働が今後ますます重要に
 なってくるので、河川管理者が主体となる部分とある程度自治体へ委ねる部分等役割分担していく
 ことが必要である。
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■ 事前説明時における各委員からのご意見

今後の予定について
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